
参考４ 相談支援について
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障害のある人が普通に暮らせる地域づくり

（目指す方向）

重度の障害者でも地域での暮らしを選択できる基盤づくり

・安心して暮らせる住まいの場の確保

・日常生活を支える相談支援体制の整備

・関係者の連携によるネットワークの構築

自宅

グループホーム

アパート入所施設

障害福祉サービス事業所

企業

学校

病院

行政

障害者就業・生活

支援センター

宅建業者

安心して暮らせる住まいの場安心して暮らせる住まいの場安心して暮らせる住まいの場安心して暮らせる住まいの場

地域移行

地域社会での普通の暮らし地域社会での普通の暮らし地域社会での普通の暮らし地域社会での普通の暮らし

相談支援事業者

関係者の連携によるネットワーク
（自立支援）協議会

銀行

郵便局

デパート

バス

商店街

電車

日常生活を支える相談支援日常生活を支える相談支援日常生活を支える相談支援日常生活を支える相談支援
公園

映画館

レストラン

希望・ニーズ
医療機関

まちづくり施策 住宅施策労働施策 福祉施策連携
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相談支援に関する平成20年当時の議論 （平成20年12月16日社会保障審議会障害者部会（報告）資料より一部編集）

障害者の自立した生活を支えていくためには････

○ 契約制度の下で障害福祉サービスを組み合わせて利用することを継続的に支援していくこと。

○ 個々の障害者の支援を通じて明らかになった地域の課題への対応について、地域全体で連携して検討し、支援体制を整えていくこと。

① 地域における相談体制

→ 総合的な相談支援を行う拠点的な機関の設置(基幹相談支援センター)

研修事業の充実

② ケアマネジメントの在り方

・ 定期的にケアマネジメントを行い、本人及び本人を取り巻く状況の変化に応じて、継続して課題の解決や適切なサービス利用を支援してい

く必要がある。

・ 専門的な者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合わせて利用することは、障害者にとって選択肢の拡大につながる。

・ 施設入所者についても日中活動を適切に組み合わせていくことが重要。

→ サービス利用計画作成費の対象を拡大することが必要 (従来の計画作成が普及しなかった反省を踏まえて)

○ 従来の市町村が支給決定した後に計画を作成するのではなく、支給決定に先立ち計画を作成することが適切なサービスの提供につな

がる。

○ サービスの利用が、利用者のニーズや課題の解消に適合しているか確認するため、一定期間ごとにモニタリングを実施。

○ 可能な限り中立的な者が、専門的な視点で一貫して行うことや、ノウハウの蓄積、専門的・専属的に対応できる人材の確保により質の

向上を図る。

③ （自立支援）協議会の活性化

・ 設置状況が低調

→ 法律上の位置づけの明確化

・ 運営の取り組み状況について市町村ごとに差が大きい

→ 好事例の周知、国・都道府県における設置・運営の支援 127



○計画相談支援（個別給付）

・サービス利用支援

・継続サービス利用支援

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）指定特定相談支援事業者（計画作成担当）指定特定相談支援事業者（計画作成担当）指定特定相談支援事業者（計画作成担当）※事業者指定は市町村長が行う。

「障害者」の相談支援体系

見直し後見直し後見直し後見直し後見直し前見直し前見直し前見直し前

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

市町村／指定相談支援事業者に委託可市町村／指定相談支援事業者に委託可市町村／指定相談支援事業者に委託可市町村／指定相談支援事業者に委託可

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

・支給決定の参考・対象を拡大

○居住サポート事業（補助金）

（市町村／指定相談支援事業者等に委託可）

○地域相談支援（個別給付）

・地域移行支援（地域生活の準備のための外出への同

行支援・入居支援等）

・地域定着支援（２４時間の相談支援体制等）

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

指定一般相談支援事指定一般相談支援事指定一般相談支援事指定一般相談支援事業者（業者（業者（業者（地地地地域域域域移移移移行行行行・・・・定定定定着着着着担担担担当当当当））））※事業者指定は都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が行う。○精神障害者地域移行・地域定着支援事業（補助金）

（都道府県／指定相談支援事業者、精神科病院等

に委託可）

市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談

支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可

○指定相談支援（個別給付）

・サービス利用計画の作成

・モニタリング

○障害者・障害児等からの相談

指定相談支援事業者指定相談支援事業者指定相談支援事業者指定相談支援事業者※事業者指定は都道府県知事が行う。サ
ー
ビ
ス

等
利
用
計
画

地
域
移
行
支
援

・
地
域
定

着
支

援
市
町
村
に
よ
る
相
談
支
援
事
業 ※ 市町村が現行制度において担っている地域生活支援事業の相談支援事業（交付税措置）に係る役割は、これまでと変更がないことに留意。

※ 基幹相談支援センターにおける専門的職員の配置等の取組に係る事業費については、市町村地域生活支援事業における国庫補助対象。
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計画相談支援 関連データ（都道府県別：実績）

単位：％ 【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均78.8%）】

○ 都道府県別 計画相談支援実績 （Ｈ27.6：厚生労働省調べ）

○ 都道府県別 障害児相談支援実績 （Ｈ27.6厚生労働省調べ）

単位：％ 【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均（82.5%）】

↑ 同月の障害福祉サービス・地域相談支援の利用者のうち既にサービス等利用計画を作成しているものの割合

↑ 同月の障害児通所支援の利用者のうち既に障害児支援利用計画を作成しているものの割合
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全ての利用者について計画相談支援等が行われることを原則

とした趣旨

【【【【経過経過経過経過】】】】

これまで、障害者ケアマネジメントの必要性や相談支援の体制等に重要性に関しては、「障害者ケアガイドライン」報告書（平成

14年3月31日）（障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会）により提言され、その後、＊社会保障審議会障害者部会報告書（

平成20年12月26日）においても大きく取り上げられてきた。

【【【【目指すもの目指すもの目指すもの目指すもの】】】】

○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対

して、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守るして、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守るして、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守るして、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守ることことことことのできる「相談支援専門のできる「相談支援専門のできる「相談支援専門のできる「相談支援専門

員」という専門職が身近にいる体制を整えること。員」という専門職が身近にいる体制を整えること。員」という専門職が身近にいる体制を整えること。員」という専門職が身近にいる体制を整えること。

○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。

【【【【趣旨趣旨趣旨趣旨】】】】＊＊＊＊記載事項を整理すると、次のとおりである H26.2.27事務連絡（抜粋）

（１）（１）（１）（１） 障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けた障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けた障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けた障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けた

きめ細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制が求められるこきめ細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制が求められるこきめ細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制が求められるこきめ細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制が求められるこ

とととと

（２）（２）（２）（２） 障害児者にとって、専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合障害児者にとって、専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合障害児者にとって、専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合障害児者にとって、専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合

わせて利用することが、選択肢の拡大につながることわせて利用することが、選択肢の拡大につながることわせて利用することが、選択肢の拡大につながることわせて利用することが、選択肢の拡大につながること

（３）（３）（３）（３） 可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、市区町村の支可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、市区町村の支可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、市区町村の支可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、市区町村の支

給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことが可能となること給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことが可能となること給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことが可能となること給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことが可能となること

サービス等利用計画はツール
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＜市区町村の役割＞＜市区町村の役割＞＜市区町村の役割＞＜市区町村の役割＞ 支給支給支給支給決定を行う決定を行う決定を行う決定を行う立場、体制立場、体制立場、体制立場、体制整備に関して一義的な整備に関して一義的な整備に関して一義的な整備に関して一義的な責任責任責任責任

・ 障害福祉計画の策定に当たってサービス利用者数等について見込み（＊従来からの業務）→それに応じ

てサービス等利用計画の作成やモニタリング等の件数を見込む（障害児通所支援の利用者数についても合

わせて考慮）

・ 管内又は近隣の事業所に対して特定相談支援事業所等の開設の働きかけ

・ 事業所側として将来的な業務計画等を立てることができる環境づくり（例：半年後・１年後にどの程度の件

数が見込まれるのか等の情報を事業所側に提供）

・ 基幹相談支援センターの設置等を通じて、研修の実施による人材育成や特定相談支援事業所等からの

困難事例等に関する相談、当該事例等について地域の関係機関へのフィードバック等の体制を作ることが

望まれる

・ 協議会を活用し、障害福祉サービス事業者とのサービス等利用計画の作成の必要性の共有、計画的な

サービス等利用計画等の対象者の選定等の取組

＜都道府県の役割＞＜都道府県の役割＞＜都道府県の役割＞＜都道府県の役割＞ 管内市区町村の支援、特に相談支援専門員の養成確保管内市区町村の支援、特に相談支援専門員の養成確保管内市区町村の支援、特に相談支援専門員の養成確保管内市区町村の支援、特に相談支援専門員の養成確保

・ 管内市区町村における計画相談支援等の進捗の見込みを集約→当該都道府県内における相談支援専

門員の必要数の見極め→その確保のために十分な規模の養成研修の実施

・ 計画相談支援等の進捗率を定期的に把握して市区町村に還元、進捗率の低い市区町村の課題の把握や

適切な支援

計画相談支援等を進める上での市区町村・都道府県・国の役割分担＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋
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＜留意事項（ポイント）＞＜留意事項（ポイント）＞＜留意事項（ポイント）＞＜留意事項（ポイント）＞

○ 「セルフプラン」を・・・

① 「申請者が希望する場合」：申請者の自由な意思決定が担保されていることが前提

② 「身近な地域に指定特定相談支援事業者等がない場合」：市区町村（都道府県）が必要な事

業者の誘致に向けた努力を行ってもなお体制が確保されない場合が前提

→ 各市区町村は、平成27年度に向けた体制整備を各市区町村・都道府県が進めている中で、

体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者を「セルフプラン」に誘導することは厳に慎む

べき。

○上記（②）の場合には、市区町村は・・・

・ 日頃から、相談支援事業者等の充足に向けた支援を図るべき。

・ 管内の障害福祉サービス事業所の状況に関する情報提供や記載方法に関する説明や相談等

十分な支援を行うとともに、モニタリングに代わるものとして、市区町村が本人の状況を定期的に

把握すべき。

・ 支給決定の更新時には、相談支援事業者等がサービス等利用計画を作成すべき。

「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項（ポイント）＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋
＜＜＜＜基本的考え方＞基本的考え方＞基本的考え方＞基本的考え方＞

○ 「セルフプラン」自体は、障害者本人（又は保護者）のエンパワメントの観点からは望

ましいもの。一方、市区町村が計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないま

ま安易に「セルフプラン」の提出を誘導しているとの指摘もある。一定の原則が必要。
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≪平成26年２月27日事務連絡の周知・徹底について≫

○ 全ての利用者についてサービス等利用計画等の作成等が行われることを原則とした理由、体制整備のために都

道府県・市区町村の担うべき役割、当省において進めている支援策等について改めて整理するとともに、

（１）計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策として考えられる手法

（２）特定相談支援事業所等の作成に代えて提出することができる「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項

について、新規事業所や新たに従事した相談支援専門員に改めて周知

サービス等利用計画等サービス等利用計画等サービス等利用計画等サービス等利用計画等のののの作成の効率的な実施について作成の効率的な実施について作成の効率的な実施について作成の効率的な実施について

≪役割分担を踏まえた関係機関の協働について≫

≪サービス利用支援におけるアセスメントの実施場所に係る緊急的な措置について≫※モニタリング・障害児相談支援は対象外
【本来（現行）】 【27年３月末→28年３月末までの暫定措置】

(留意点)

○今回に限ったものである旨を利用者に説明

○家庭状況等の確認が必要な場合は、適切に居宅訪問

○家族へも面接の趣旨の十分な説明を電話等で実施

or

日中活動系

事業所

居宅（施設・ＧＨ）居宅（施設・ＧＨ）

訪問

訪問

※ 基準省令第15条第２項第６号「相談支援専門員は、アセスメン

トに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接しな

ければならない。」

相談支援事業所 相談支援事業所

市区町村

確認依頼、照会

平成26年９月26日事務連絡「計画相談支援・障害児相談支援の推進等」について

役割分担
推進方法を

協議

・基幹相談支援センター等から情報提供された、

サービス等利用計画案等の最終的な作成

・サービス等利用計画等も含めた計画相談支援等

の提供方法に関する照会

・利用者の基本情報や利用者の意向等を勘案した

サービス等利用計画案等の初期情報を収集、記入

・計画相談支援等の提供方法に関する指導・助言

相談支援事業所

基幹相談支援センター

委託相談支援事業所

情報提供、指導・助言

進捗、地域の課題等の情報共有 進捗、地域の課題等の情報共有
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＜留意事項（ポイント）＞＜留意事項（ポイント）＞＜留意事項（ポイント）＞＜留意事項（ポイント）＞

① 計画相談支援等と同等の質の確保について

代替プランの内容及び質は、指定特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画案等と同等の水

準となるよう各市町村において取り組む。具体的には、

・ 計画相談支援等における、居宅等の訪問やサービス担当者会議の開催、モニタリングの実施等の運営基

準に準ずる業務を実施

・ 作成に当たっては、障害福祉行政の相談業務等に一定期間従事した職員が実施 等

なお、市町村は、次回のサービス等利用計画等の作成等については、新たに確保した指定特定相談支援事

業者等に速やかに依頼できるよう、市町村が代替プランを作成した利用者をリスト化し、管理すること。

② 適切な時期の指定特定相談支援事業者等への引き継ぎ

市町村による代替プランの作成については、緊急的な措置であることから、次回の支給決定時においては、

指定特定相談支援事業者等の体制の整備を図るとともに、代替プランの内容や利用者に関する状況を指定

特定相談支援事業者等に適切に引き継ぐこと。

※ 都道府県は、市町村が作成する代替プランについて、次回の支給決定時までに指定特定相談支援事業

所等に適切に引き継がれているかどうかを定期的に把握し、必要に応じて、市町村に対し、体制整備に関

する助言・指導を行う。

市町村における代替プランについて市町村における代替プランについて市町村における代替プランについて市町村における代替プランについて＊ 「障害保健福祉関係主管課長会議資料」（平成26年11月４日）より抜粋
＜概要＞＜概要＞＜概要＞＜概要＞

○ 平成27年度に支給決定を行う利用者に対して、指定特定相談支援事業者等がサービス等利用計画案等

が作成できる目途が立たない場合は、暫定的な措置として、各市町村の責任において、サービス等利用計

画案等の代替となる計画案（以下「代替プラン」という。）を作成する。

なお、当該措置は、計画相談支援等の提供が未だ受けられていない利用者のための平成27年度に限っ

た緊急かつやむを得ない措置
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（参考） 地域⽣活への移⾏に向けた⽀援の流れ（イメージ） （地域移行支援）・地域移行支援サービス費 2,323単位/月・初回加算 500単位/月（利用を開始した月に加算）・退院・退所月加算 2,700単位/月（退院・退所月に加算）・集中支援加算 500単位/月（月6日以上面接・同行による支援を行った場合に加算）・障害福祉サービス事業の 300単位/日体験利用加算・体験宿泊加算（Ⅰ） 300単位/日・体験宿泊加算（Ⅱ） 700単位/日・特別地域加算 ＋15/100（地域定着支援）・地域定着支援サービス費〔体制確保分〕 302単位/月〔緊急時支援分〕 705単位/日・特別地域加算 ＋15/100

報 酬 単 価報 酬 単 価

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要

地域移⾏⽀援・・・障害者⽀援施設、精神科病院、救護施設・更⽣施設、矯正施設等に⼊所⼜は⼊院している障害者を対象に
住居の確保その他の地域⽣活へ移⾏するための⽀援を⾏う。

地域定着支援・・・居宅において単⾝で⽣活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な⽀援を
⾏う。

地域移⾏⽀援 地域定着支援事業所数 ２７８事業所 ４１４事業所利⽤者数 ５００人 ２，１６７人国保連平成27年3月実績 135



相談⽀援の利⽤状況（平成24年４⽉〜） 国保連集計
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24年度の目標値 8,189／月
25年度の目標値 11,129／月
26年度の目標値 13,648／月

※ 障害児、難病等対象者を除く※ 障害児を除く 136



参考５ 就労支援について
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①①①① 特別支援学校から一般企業への就職が特別支援学校から一般企業への就職が特別支援学校から一般企業への就職が特別支援学校から一般企業への就職が約約約約 ２８２８２８２８.４４４４ ％％％％ 障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの利用が利用が利用が利用が約約約約 ６１６１６１６１.７７７７ ％％％％

②②②② 障害福祉サービスから一般企業への就職が障害福祉サービスから一般企業への就職が障害福祉サービスから一般企業への就職が障害福祉サービスから一般企業への就職が年間年間年間年間 １．３１．３１．３１．３ ％（Ｈ１５）％（Ｈ１５）％（Ｈ１５）％（Ｈ１５） →→→→ ４．６４．６４．６４．６ ％（％（％（％（Ｈ２５）Ｈ２５）Ｈ２５）Ｈ２５）

※※※※就労移行支援からは就労移行支援からは就労移行支援からは就労移行支援からは２４．９％２４．９％２４．９％２４．９％ （（（（Ｈ２５）Ｈ２５）Ｈ２５）Ｈ２５）

12,070人人人人/年年年年

特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校卒業生卒業生卒業生卒業生19,57619,57619,57619,576人人人人////年年年年
5,557人人人人/年年年年799人人人人/年年年年

一般就労への一般就労への一般就労への一般就労への

移行の現状移行の現状移行の現状移行の現状

就 職

企企企企 業業業業 等等等等

ハハハハロロロローーーーワワワワーーーーククククかかかかららららのののの紹介就職件数紹介就職件数紹介就職件数紹介就職件数８４，６０２８４，６０２８４，６０２８４，６０２件件件件
（（（（平成平成平成平成２６年度２６年度２６年度２６年度））））

（平成（平成（平成（平成２６年２６年２６年２６年３月卒）３月卒）３月卒）３月卒）

・就労移行支援・就労移行支援・就労移行支援・就労移行支援 約約約約 ２．４万人２．４万人２．４万人２．４万人

・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ａ型 約約約約 ３．０万人３．０万人３．０万人３．０万人

・就労継続支援Ｂ型・就労継続支援Ｂ型・就労継続支援Ｂ型・就労継続支援Ｂ型 約約約約１６．２万人１６．２万人１６．２万人１６．２万人

（平成（平成（平成（平成２５年２５年２５年２５年１０月）１０月）１０月）１０月）

小規模作業所小規模作業所小規模作業所小規模作業所 約０．６万人約０．６万人約０．６万人約０．６万人（平成２４年４月）
地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター地域活動支援センター

就 職

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

障害者総数障害者総数障害者総数障害者総数約７８８万人約７８８万人約７８８万人約７８８万人中、１８歳～６４歳の在宅者数、中、１８歳～６４歳の在宅者数、中、１８歳～６４歳の在宅者数、中、１８歳～６４歳の在宅者数、約３２４万人約３２４万人約３２４万人約３２４万人

（内訳：身１１１万人、知（内訳：身１１１万人、知（内訳：身１１１万人、知（内訳：身１１１万人、知 ４１万人、精１７２万人）４１万人、精１７２万人）４１万人、精１７２万人）４１万人、精１７２万人）

就労系障害福祉サービス就労系障害福祉サービス就労系障害福祉サービス就労系障害福祉サービスから一般就労への移行から一般就労への移行から一般就労への移行から一般就労への移行
1,2881,2881,2881,288人人人人/ H15/ H15/ H15/ H15 1.01.01.01.0

2,4602,4602,4602,460人人人人/ H18/ H18/ H18/ H18 1.91.91.91.9 倍倍倍倍

3,2933,2933,2933,293人人人人/ H21/ H21/ H21/ H21 2.6 2.6 2.6 2.6 倍倍倍倍

4,4034,4034,4034,403人人人人/ H22/ H22/ H22/ H22 3.4 3.4 3.4 3.4 倍倍倍倍

5,6755,6755,6755,675人人人人/ H23/ H23/ H23/ H23 4.4 4.4 4.4 4.4 倍倍倍倍

7,7177,7177,7177,717人人人人/ H24/ H24/ H24/ H24 6.0 6.0 6.0 6.0 倍倍倍倍

10,00110,00110,00110,001人人人人/ / / / H25H25H25H25 7.8 7.8 7.8 7.8 倍倍倍倍

（平成（平成（平成（平成２６年度２６年度２６年度２６年度））））

雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数約約約約４３４３４３４３.１１１１万人万人万人万人
(平成26年6月1日時点)＊50人以上企業

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス
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大
学
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（（（（平成１８年度平成１８年度平成１８年度平成１８年度）））） （平成（平成（平成（平成２５２５２５２５年度）年度）年度）年度）

12,222 12,222 12,222 12,222 円円円円 →→→→ 14,43714,43714,43714,437円円円円 〈１８.１%増〉

※ 就労継続支援Ｂ型事業所の一人当たり平均工賃月額

（平成18年度は入所・通所授産施設、小規模通所授産施設を含む）

参 考

就労継続支援Ｂ型事業所における平均工賃

○ 就労継続支援Ｂ型事業所（平成２５年度末時点）で、平成18年度から継続して工賃向上に向けた計画を
策定し取組を⾏っている施設の平均工賃

（（（（平成平成平成平成18181818年度年度年度年度）））） （平成（平成（平成（平成２５２５２５２５年度）年度）年度）年度）

１２１２１２１２,,,,５４２５４２５４２５４２円円円円 →→→→ １５１５１５１５,,,,８７２８７２８７２８７２円円円円 〈２6.6%増〉

○ 一般の事業所（事業所規模５人以上）の労働者の現⾦給与総額（厚生労働省：毎⽉勤労統計調査）

（（（（平成平成平成平成18181818年度）年度）年度）年度） （（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度））））

３３４３３４３３４３３４,,,,３７４３７４３７４３７４円円円円 →→→→ ３１３３１３３１３３１３,,,,９９５９９５９９５９９５円円円円〈６.１％減〉
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平成２７年度以降の工賃向上計画について

⼯賃倍増５か年計画（平成１９〜２３年度）⼯賃倍増５か年計画（平成１９〜２３年度）

工賃向上計画（平成２４〜２６年度）工賃向上計画（平成２４〜２６年度）

平成２７年度以降の⼯賃向上計画平成２７年度以降の⼯賃向上計画

○ 成長力底上げ戦略（平成１９年２月）に基づく「『福祉から雇用へ』推進５か年計画」の一環として実施。

○ 全ての都道府県で「工賃倍増５か年計画」を作成し、官民一体となって取り組むことにより、５年間で平均工賃の倍増を目指

すもの。

○ 各事業所における計画の作成は任意。

○ 平均工賃は、５年間で１１．２％増であり、倍増には至らず（平成１８年度：１２，２２２円 ⇒ 平成２３年度：１３，５８６円）。

○ 工賃倍増５か年計画における課題を踏まえ、全ての事業所において「工賃向上計画」を作成し、ＰＤＣＡサイクルにより工賃

向上に取り組むこととした。

○ 市町村レベル及び地域レベルでの関係者の理解や連携体制が重要であることから、市町村においても事業所の取組を積

極的に支援するよう明記。

○ 平成２５年度の平均工賃は１４，４３７円（各事業所が掲げた平成２６年度の平均工賃の目標値は１５，７７３円）。

○ 平成２７年度から平成２９年度の３か年を対象期間とした計画を策定（都道府県）。

※ 平成３０年度以降についても、３か年を１サイクルとした計画を策定することにより、継続的な取組を実施。

○ 現行の「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」について、基本的な内容は継続しつつ、事業所における計画の

対象期間等を改正。

平成２７年度以降も引き続き工賃向上計画を策定し、就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃向上に取り組む平成２７年度以降も引き続き工賃向上計画を策定し、就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃向上に取り組む平成２７年度以降も引き続き工賃向上計画を策定し、就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃向上に取り組む平成２７年度以降も引き続き工賃向上計画を策定し、就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃向上に取り組む
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５．その他（附則第１条～附則第３条） 

基本方針の策定・公表（厚生労働大臣） 調達方針の策定・公表（各省各庁の長等） 調達方針に即した調達の実施 調達実績の取りまとめ・公表等 
調達方針の策定・公表 

調達方針に即した調達の実施 調達実績の取りまとめ・公表 
優先的優先的優先的優先的にににに障害者就労施設障害者就労施設障害者就労施設障害者就労施設等等等等からからからから物品等物品等物品等物品等をををを調達調達調達調達するようするようするようするよう努努努努めるめるめるめる責務責務責務責務    障害者就労施設障害者就労施設障害者就労施設障害者就労施設等等等等のののの受注機会受注機会受注機会受注機会のののの増大増大増大増大をををを図図図図るためのるためのるためのるための措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるめるめるめる責務責務責務責務    

 障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、その物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。 
（１）施行期日 

  この法律は、平成２５年４月１日から施行する。 
（２）検 討 

  政府は、以下の事項について、３年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  ① 障害者就労施設等の物品等の質の確保等に関する支援及び情報提供の在り方  ② 入札者が法定雇用率を満たしていること、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していること等を評価して公契約の落札者を決定する方式の導入 
（３）税制上の措置 

   国は、租税特別措置法で定めるところにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

国等による障害者就労施設国等による障害者就労施設国等による障害者就労施設国等による障害者就労施設等等等等からの物品等の調達の推進等からの物品等の調達の推進等からの物品等の調達の推進等からの物品等の調達の推進等に関する法律に関する法律に関する法律に関する法律のののの概要    

① 国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 ② 地方公共団体及び地方独立行政法人は、①による国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

＜国・独立行政法人等＞                                  ＜地方公共団体・地方独立行政法人＞ 

２．国等の責務及び調達の推進（第３条～第９条） 

４．障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供（第 11 条） 

３．公契約における障害者の就業を促進するための措置等（第 10 条） 

１．目的（第１条） 

 障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体（以下「障害者就労施設等」という。）の受注の機会を確保するために
必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労

する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。 （平成２４年６月２０日成立、同６月２７日公布）
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障害者の就労支援とアセスメント障害者の就労支援とアセスメント障害者の就労支援とアセスメント障害者の就労支援とアセスメント

○ 障害者が、その能⼒を最⼤限に発揮して働くことができるようにするた
めには、
① 障害者がそれぞれに最も適した「働く場」（一般就労、就労継続支援事
業所（Ａ型・Ｂ型）など）に円滑に移⾏できるようにするための⽀援

② 障害者がそれぞれの「働く場」で安定して働き続けられ、働く⼒を伸ば
していけるようにするための支援

が必要。
○ こういった⽀援は、⽀援対象者の就労能⼒や⽣活の状況を踏まえて⾏わ
れる必要があるため、支援の開始にあたって、支援対象者の就労面や生活面
に関する情報をアセスメントにより把握しておくことが不可⽋。
○ アセスメントにより把握された情報は、⼀連の就労⽀援が⾏われる中
で、各機関によって共有・更新され、⻑期間にわたって活⽤される。

※ 平成27年３⽉16⽇厚⽣労働省障害福祉課事務連絡「各⽀援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」より抜粋142



各支援機関の連携による就労支援のイメージ

就労移行就労移行就労移行就労移行

支援事業所支援事業所支援事業所支援事業所

一般就労の継続が困難となった者につ

いてはＡ型・Ｂ型事業への円滑な移行

を支援

Ａ型・Ｂ型事業所で働くことが

適している者はＡ型・Ｂ型で継

続的に就労

事業所は生活の安定や能力向上

に向けた支援を実施
障害福祉サービスを

利用しなくても一般

就労への移行が可能

な者については一般

就労への移行を支援

Ａ型・Ｂ型事業利用者のうち

一般就労への移行が可能と

なった者については一般就労

への移行を支援

就労移行支援事業所等が就労面のアセスメン

トを実施※ Ｂ型事業を利用する場合は必須 就労アセスメント

一般就労一般就労一般就労一般就労

一般就労へ移行した者についても、生活面の支援が必

要な場合は関係機関が連携して支援を実施

就労面のアセスメント結果や特別支援学校等

(※)からの情報を踏まえ、相談支援事業所が
サービス等利用計画を作成

就労継続支援事業所就労継続支援事業所就労継続支援事業所就労継続支援事業所

（Ａ型・Ｂ型）（Ａ型・Ｂ型）（Ａ型・Ｂ型）（Ａ型・Ｂ型）

サービス等利⽤計画の作成
(※)「特別支援学校等」は高等学校及び中等教育学校の後期課程を含む。
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参考６ 障害者虐待防止対策等について
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。目 的
１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。
定 義

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策養護者による障害者虐待養護者による障害者虐待養護者による障害者虐待養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待使用者による障害者虐待使用者による障害者虐待使用者による障害者虐待[[[[市町村市町村市町村市町村のののの責務責務責務責務]]]]相談等、居室確保、連携確保 [[[[設置者等設置者等設置者等設置者等のののの責務責務責務責務]]]] 当該施設等における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施 [[[[事業主事業主事業主事業主のののの責務責務責務責務]]]] 当該事業所における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施[[[[スキームスキームスキームスキーム]]]] [[[[スキームスキームスキームスキーム]]]] [[[[スキームスキームスキームスキーム]]]]市町村 都道府県虐待発見 虐待発見虐待発見 市町村
１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。２ 市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。３ 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる。４ 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後３年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
その他

通報 ①事実確認（立入調査等）②措置(一時保護、後見審判請求) ①監督権限等の適切な行使②措置等の公表 ①監督権限等の適切な行使②措置等の公表通報 通報 通知 報告報告

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

労働局都道府県

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行）

市町村
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平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

○平成24年10月１日に障害者虐待防止法施行（養護者、施設等職員、使用者による虐待）

→平成25年度における養護者、施設職員等による虐待の状況について、都道府県経由で

調査を実施。

（※使用者による虐待については、７月に公表済み （大臣官房地方課労働紛争処理業務室））

養護者による

障害者虐待

障害者福祉施設従事者等

による障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への

相談・通報件数

4,635件

（3,260件）

1,860件

（939件）

628件

（303件） 虐待判断

件数

（事業所数）

253件（133

件）

市区町村等による

虐待判断件数

1,764件

（1,311件）

263件

（80件）

被虐待者数

1,811人

（1,329人）

455人

（176人）
被虐待者数

393人

（194人）

【【【【調査結果（全体像）調査結果（全体像）調査結果（全体像）調査結果（全体像）】】】】

• 上記は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。カッコ内については、

前回の調査結果（平成24年10月１日から平成25年３月31日まで）のもの。

• 都道府県労働局の対応については、平成26年７月18日大臣官房地方課労働紛争処理業務室のデータを引用。
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参考７ 障害児支援について
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支援者の専門性の支援者の専門性の支援者の専門性の支援者の専門性の

向上等向上等向上等向上等

今後今後今後今後の障害児支援の在り方にの障害児支援の在り方にの障害児支援の在り方にの障害児支援の在り方についてついてついてついて

～「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか～

○○○○ 地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進と合理的配慮地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進と合理的配慮地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進と合理的配慮地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進と合理的配慮

○○○○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援と障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援と障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援と障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援としてしてしてしてのののの

専門的役割専門的役割専門的役割専門的役割の発揮の発揮の発揮の発揮

平成26年７月16日障害児支援の在り方に関する検討会

○○○○ ライフステージにライフステージにライフステージにライフステージに応じた切れ目応じた切れ目応じた切れ目応じた切れ目のののの無い無い無い無い支援支援支援支援（縦の連携）（縦の連携）（縦の連携）（縦の連携）

○○○○ 保健保健保健保健、医療、医療、医療、医療、福祉、保育、福祉、保育、福祉、保育、福祉、保育、教育、就労支援等、教育、就労支援等、教育、就労支援等、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制の確立とも連携した地域支援体制の確立とも連携した地域支援体制の確立とも連携した地域支援体制の確立（横の連携）（横の連携）（横の連携）（横の連携）

障害児本人の最善の利益の保障障害児本人の最善の利益の保障障害児本人の最善の利益の保障障害児本人の最善の利益の保障 家族家族家族家族支援の支援の支援の支援の重視重視重視重視

地地地地 域域域域 にににに おおおお けけけけ るるるる 「縦「縦「縦「縦 横横横横 連連連連 携」携」携」携」 のののの 推推推推 進進進進

基本理念基本理念基本理念基本理念

児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所等等等等とのとのとのとの

連携連携連携連携

支援に関する支援に関する支援に関する支援に関する

情報の共有化情報の共有化情報の共有化情報の共有化

相談支援の推進相談支援の推進相談支援の推進相談支援の推進

（報告書のポイント）
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＜報告書提言の＜報告書提言の＜報告書提言の＜報告書提言の主な内容主な内容主な内容主な内容（１）＞（１）＞（１）＞（１）＞

〇 児童発達支援センターを中心とした重層的な支援体制重層的な支援体制重層的な支援体制重層的な支援体制（各センターによる保育所等訪問支援・

障害児相談支援の実施等）

○ 保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援保育所等訪問支援等の充実、入所施設への有期・有目的入所の検討

〇 障害児相談支援の役割の拡充、ワンストップ対応を目指した子ども・子育て子ども・子育て子ども・子育て子ども・子育て支援支援支援支援新制度の新制度の新制度の新制度の

「利用者支援事業」「利用者支援事業」「利用者支援事業」「利用者支援事業」との連携

〇 （自立支援）協議会の活性化、支援に関する情報の共有化を目的とした「サポートファイル」「サポートファイル」「サポートファイル」「サポートファイル」の

活用

〇 障害福祉計画における障害児支援の記載義務の法定化

①①①① 地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり

○ ライフステージごとのライフステージごとのライフステージごとのライフステージごとの支援支援支援支援（乳幼児期、小学校入学前、学齢期、卒業後）

〇 保護者の「気づき」の段階からの支援保護者の「気づき」の段階からの支援保護者の「気づき」の段階からの支援保護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等での丁寧なフォローによる専門的な支援への

つなぎ、障害児等療育支援事業等の活用

〇 教育支援委員会や学校等との連携、卒業後を見据えた就労移行支援事業所等との連携

②②②② 「縦横連携」に「縦横連携」に「縦横連携」に「縦横連携」によるライフステージごとの個別よるライフステージごとの個別よるライフステージごとの個別よるライフステージごとの個別の支援の充実の支援の充実の支援の充実の支援の充実
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〇 福祉の専門家だけでは適切に対応できないことを念頭に置いた医療・福祉の連携、医療機関や

入所施設の専門性を活用した研修の実施

○ 強度行動障害支援者養成研修強度行動障害支援者養成研修強度行動障害支援者養成研修強度行動障害支援者養成研修の推進、重症心身障害児者の地域支援のコーディネート機能重症心身障害児者の地域支援のコーディネート機能重症心身障害児者の地域支援のコーディネート機能重症心身障害児者の地域支援のコーディネート機能を

持つ中核機関の整備に向けた検討

③③③③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携

〇 ペアレント・トレーニングペアレント・トレーニングペアレント・トレーニングペアレント・トレーニングの推進、精神面のケア、ケアを一時的に代行する支援、保護者の就労保護者の就労保護者の就労保護者の就労

のための支援、家族の活動、障害児のきょうだい支援

④④④④ 家族支援の充実家族支援の充実家族支援の充実家族支援の充実

〇 一元化を踏まえた職員配置等の検討、放課後等デイサービス等の障害児支援に関するガイド障害児支援に関するガイド障害児支援に関するガイド障害児支援に関するガイド

ラインラインラインラインの策定

○ 児童養護施設等の対応を踏まえた障害児入所施設の環境改善及び措置入所を含めた障害児

入所支援の在り方の検討

⑤⑤⑤⑤ 個々のサービスの質のさらなる確保個々のサービスの質のさらなる確保個々のサービスの質のさらなる確保個々のサービスの質のさらなる確保

＜報告書提言の＜報告書提言の＜報告書提言の＜報告書提言の主主主主なななな内容内容内容内容（２）＞（２）＞（２）＞（２）＞

→ 子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的進展進展進展進展のための関連部門の連携のための関連部門の連携のための関連部門の連携のための関連部門の連携
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職場・地域生活

保育所等

学校等

医療

医療

学校保健

母子保健

地域地域地域地域ににににおける「縦横連携」のイメージおける「縦横連携」のイメージおける「縦横連携」のイメージおける「縦横連携」のイメージ

医療

就労

支援

障害福祉

障害児

支 援

後方支援後方支援後方支援後方支援

入学

卒業

成年期成年期成年期成年期

障
害
児

相
談
支
援

本
人

（
家
族
）

障
害
児

相
談
支
援

本
人

・

家
族

本
人

・

家
族

計
画
相
談

支
援

本
人

（
家
族
）

「気づきの段階」からの支援「気づきの段階」からの支援「気づきの段階」からの支援「気づきの段階」からの支援

関係者間の共通理解・情報共有関係者間の共通理解・情報共有関係者間の共通理解・情報共有関係者間の共通理解・情報共有

→ 途切れない支援の調整途切れない支援の調整途切れない支援の調整途切れない支援の調整

地域保健

本
人

（
家
族
）

乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期

学齢期学齢期学齢期学齢期

社会的

養 護

社会的

養 護

障害児

支 援

後方支援後方支援後方支援後方支援
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市

町

村

域

障

害

保

健

福

祉

圏

域

児童相談所

都

道

府

県

発達障害者

支援センター

・高度な専門的支援・

バックアップ

・（自立支援）協議会

保健所

医療機関※一定程度高度な対応が可能なところ・関係機関等と連携

協力による支援

機能の強化

・障害児への入所

支援を提供

・（自立支援）協議会

・障害児への通所

支援を提供

・地域支援の提供

（保育所等訪問支援、

障害児相談支援等）

・（自立支援）協議会

障害児入所施設

児童発達

支援事業

児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援

センターセンターセンターセンター

学校

放課後等デイ

サービス

障害児

相談支援等

保育所等

訪問支援

障害児・家族障害児・家族障害児・家族障害児・家族

保育所

等

（＊医療型含む）（＊医療型含む）（＊医療型含む）（＊医療型含む）
集団生活への

適応等を支援

（アウトリーチ）

障害児の地域支援体制の整備の方向性のイメージ

＊人口規模等に応じて各圏域に複数の拠点が必要
＊都道府県指定都市 ＊都道府県指定都市児相設置市

障害福祉サービス

障害児支援等

の利用援助

その他の支援

直接支援

各地域の実情に応じて、関係機関の役割分担を明確にし、重層的な支援体制を構築する必要。

拠点病院（子どもの心の診療ネットワーク等）

市町村保健センター、

地域の医療機関 等

-37-
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「放課後「放課後「放課後「放課後等等等等デイサービスガイドライン」の概要デイサービスガイドライン」の概要デイサービスガイドライン」の概要デイサービスガイドライン」の概要

総総総総

則則則則

従業者向け従業者向け従業者向け従業者向け

ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン

児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者児童発達支援管理責任者

向けガイドライン向けガイドライン向けガイドライン向けガイドライン

設置者・管理者向け設置者・管理者向け設置者・管理者向け設置者・管理者向け

ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン

◆ ガイドラインの趣旨
◆ 放課後等デイサービスの基本的役割

⼦どもの最善の利益の保障／共⽣社会の実現に向けた後⽅⽀援／保護者⽀援
◆ 放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動

基本活動： ⾃⽴⽀援と⽇常⽣活の充実のための指導訓練／創作活動／地域交流／余暇の提供
◆ 事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理

◆ ⼦どものニーズに応じた適切な⽀援の提供と⽀援の質の向上
環境・体制整備／ＰＤＣＡサイクルによる適切な事業所の管理／従業者等の知識・技術の向上

放課後等デイサービス計画に基づく適切な⽀援／関係機関や保護者との連携
◆ 子どもと保護者に対する説明責任等

運営規程の周知／⼦どもと保護者に対する、⽀援利⽤申請時・利⽤開始時の説明／
保護者に対する相談支援等苦情解決対応／適切な情報伝達⼿段の確保／地域に開かれた事業運営

◆ 緊急時の対応と法令遵守等
緊急時対応／非常災害・防犯対策／虐待防止／身体拘束への対応

衛生・健康管理／安全確保／秘密保持等
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「事業所は、本ガイドラインに基づく自己評価を実施
し、その結果を事業運営に反映させ、自己評価結
果については公表するよう努めるものとする。」

○ そのためのチェックリストが必要との意⾒
○ ユーザー評価にも使えるように、との意⾒

「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」
と、より簡素な「保護者等向け放課後等デイサービ
ス評価表」を作成
想定される自己評価の流れ
① 保護者へのアンケート調査
② 事業所職員による自己評価
③ 事業所全体としての自己評価
④ 自己評価結果の公表
⑤ 保護者のアンケート調査結果のフィードバック

放課後等デイサービスガイドライン放課後等デイサービスガイドライン放課後等デイサービスガイドライン放課後等デイサービスガイドラインに基づく自己に基づく自己に基づく自己に基づく自己評価等評価等評価等評価等
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参考８ 報酬改定等について
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障害福祉サービス等報酬改定検討チームについて

橋本厚生労働大臣政務官

主査主査

障害保健福祉部長

副主査副主査

・企画課長

・障害福祉課長

・精神・障害保健課長

・障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長

構成員構成員

井出 健二郎 和光大学教授

沖倉 智美 大正大学教授

野沢 和弘 毎日新聞論説委員

萩原 利昌 川崎市障害保健福祉部長

平野 方紹 立教大学教授

（敬称略、50音順）

アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー

検討過程の客観性・透明性の担保のために参画検討過程の客観性・透明性の担保のために参画検討過程の客観性・透明性の担保のために参画検討過程の客観性・透明性の担保のために参画

【【【【検討検討検討検討スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール】】】】

平成26年

6月～12月 ： 関係者からのヒアリング、報酬改定に向けた議論（月１～３回程度実施）

※必要に応じて議論の状況を障害者部会に報告

平成27年1月 ： 予算編成過程において改定率セット

2月 ： 平成27年度報酬改定の概要を障害者部会に報告

3月 ： 告示公布、関係通知発出

4月 ： 施行

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

障害福祉サービス等に係る報酬について、平成２７年度報酬改定に向けて、客観性・透明性の向上を図りつ

つ検討を行うため、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を開催し、アドバイザーとして有識者の参画を

求めて、公開の場で検討を行う。

※主査が必要と認める時は、関係者から意見を聞くことができる。
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１．調査の目的１．調査の目的１．調査の目的１．調査の目的

障害者総合支援法に基づく自立支援給付費及び児童福祉法に基づく障害児通所給付費等について、障害福

祉サービス事業所等の経営実態と制度の施行状況を把握するための基礎資料を得ることを目的とする。

２．調査対象２．調査対象２．調査対象２．調査対象

（１）障害者サービス（１）障害者サービス（１）障害者サービス（１）障害者サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、経過的生活

介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援（障害者支援施設）、経過的施設入所支援、共同生活援助、宿

泊型自立訓練、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支

援B型、計画相談支援、地域相談支援（地域移行支援）、地域相談支援（地域定着支援）

（２）障害児サービス（２）障害児サービス（２）障害児サービス（２）障害児サービス

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサー

ビス、保育所等訪問支援、障害児相談支援

３．調査の期日３．調査の期日３．調査の期日３．調査の期日

平成26年４月1日

４．調査事項４．調査事項４．調査事項４．調査事項

平成25年度における収支状況、従事者数、給与等を調査（一部、平成25年1年分）

平成26年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要
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各サービスの収支差率各サービスの収支差率各サービスの収支差率各サービスの収支差率

サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 平成平成平成平成26262626年年年年 平成平成平成平成23232323年年年年 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 平成平成平成平成26262626年年年年 平成平成平成平成23232323年年年年

全体 9.6% 9.7%就労移行支援 16.8% 13.1%

居宅介護 9.4% 16.1%就労継続支援Ａ型 9.4% 12.4%

重度訪問介護 12.8% 13.7%就労継続支援Ｂ型 10.1% 14.4%

同行援護 9.5% －計画相談支援 2.4% （-1.0%）

行動援護 12.1% 6.8%地域移行支援 2.2% －

療養介護 12.9% －地域定着支援 1.0% －

生活介護 13.4% 12.2%福祉型障害児入所支援 9.7% －

短期入所 8.7% 7.5%医療型障害児入所支援 4.4% －

共同生活介護 6.5% 14.6%児童発達支援 4.7% －

共同生活援助 3.2% 3.5%医療型児童発達支援 1.1% －

施設入所支援 4.6% （11.5%）放課後等デイサービス 14.5% －

自立訓練（機能訓練） 5.6% 9.6%保育所等訪問支援 0.9% －

自立訓練（生活訓練） 9.6% 9.9%障害児相談支援 3.3% －・施設入所支援のH23については障害者支援施設として集計、計画相談支援のH23については相談支援の数値であるため参考数値。・H23の療養介護については、有効回答数が極めて少ないため公表の対象外。・同行援護、地域移行支援及び地域定着支援については、H23調査時点でサービスが存在しない。・障害児サービスについては、H24.4に現行のサービス体系に移行したため、比較可能なH23のデータはない。
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○ 福祉・介護職員処遇改善加算について、現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる上乗せ評価（福祉・介

護職員の賃金月額１．２万円相当分）を行うための新たな区分を創設。

○ 良質な人材の確保と障害福祉サービスの質の向上を促す観点から、福祉専門職員の配置割合が高い事

業所をより評価できるよう、福祉専門職員配置等加算の新たな区分を創設。

【処遇改善加算の拡充】

○ 福祉・介護職員処遇改善加算について、現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の取組、雇

用管理の改善、労働環境改善の取組を進める事業所を対象に、更なる上乗せ評価（福祉・介護職員の賃金

月額１．２万円相当分）を行うための新たな区分を創設。

・ 新設する加算の算定要件

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、次の要件を満たすこと。

＜キャリアパス要件＞

以下の要件をいずれも満たすこと。

① 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

② 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること

＜定量的要件＞

賃金改善以外の処遇改善の取組について、平成２７年４月以降新たな取組を実施すること

※ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算ⅠからⅢに係る算定要件はこれまでと同様。

１１１１ 福祉・介護職員の処遇改善福祉・介護職員の処遇改善福祉・介護職員の処遇改善福祉・介護職員の処遇改善

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度障害福祉サービス等の報酬改定障害福祉サービス等の報酬改定障害福祉サービス等の報酬改定障害福祉サービス等の報酬改定の基本的考え方とポイントの基本的考え方とポイントの基本的考え方とポイントの基本的考え方とポイント
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○ 重度の障害児・者が可能な限り、身近な場所において日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施

設・病院からの地域移行支援、計画相談支援、生活の場としてのグループホーム等を充実。

○ 個々の障害特性への配慮や夜間・緊急時の対応等、地域生活の支援に係る必要な見直しを行うとともに、

障害者の就労に向けた取組等を一層推進。

○ 障害児支援については、特に支援の質を確保しつつ、家族等に対する相談援助や関係機関との連携の強

化、重症心身障害児に対する支援の充実等。

２２２２ 障害児障害児障害児障害児・・・・者の地域移行・地域生活の支援者の地域移行・地域生活の支援者の地域移行・地域生活の支援者の地域移行・地域生活の支援

◆ 基本報酬の充実

重度障害者の支援を強化するため、障害支援区分の高い利用者に係る報酬を充実。

短期入所

◆ 重度障害者支援加算の見直し

強度行動障害を有する者への支援を強化するため、現行の重度障害者支援加算に追加して加算。

共同生活援助

計画相談支援・障害児相談支援

◆ 特定事業所加算【新設】

手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援が提供されている事業所を評価。

地域移行支援

◆ 初回加算【新設】

サービス利用の初期段階におけるアセスメント等に係る業務負担を評価。

＜主な＜主な＜主な＜主な改定改定改定改定項目＞項目＞項目＞項目＞
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就労移行支援

◆ 就労定着支援体制加算【新設】

一般就労への定着支援を充実・強化するため、現行の就労移行支援体制加算を廃止し、利用者の就労定着期間に

着目した加算を創設。

就労継続支援Ｂ型

◆ 目標工賃達成加算の見直し

工賃向上に向けた取組を推進するため、工賃が一定の水準に達している事業所を評価するための新たな加算区分

を創設するとともに、現行の目標工賃達成加算の算定要件等を見直し。

障害児通所支援

◆ 児童指導員等配置加算【新設】 （児童発達支援、放課後等デイサービス）

支援の質の確保を図る観点から、児童指導員等の一定の要件を満たす職員を配置している場合を評価。

◆ 事業所内相談支援加算【新設】（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）

障害児通所支援事業所内で、家族等に相談援助を行った場合に月１回を限度として算定。

◆ 延長支援加算の拡充（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）

重症心身障害児に対する延長支援を行った場合の加算を拡充。

障害児入所支援

◆ 有期有目的入所の評価（医療型障害児入所施設）

有期有目的入所に係る基本報酬の区分を新たに設定。（90日目までを手厚く評価）
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○ 「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」において、「平成２７年度報酬改定においては、サービス事業者

の経営状況等を勘案して見直す」とされていること等を踏まえた、サービスの適正実施等の観点からの所要

の見直し。

◆ 基本報酬の見直し

介護報酬改定の動向や経営の実態等を踏まえ、以下のサービスについて基本報酬を見直し。その際、特に事業

所規模や障害支援区分の高い利用者に配慮。

・ 居宅介護、療養介護、生活介護、自立訓練（機能）、自立訓練（生活）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、

就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設

◆ 開所時間減算の見直し（生活介護、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）

現行の開所時間減算について、４時間未満の区分の減算率を見直すとともに、４時間以上６時間未満の区分を新た

に設定。

◆ 短時間利用者の状況を踏まえた評価の見直し（就労継続支援Ａ型）

短時間利用に係る減算の仕組みについて、個々の利用者の利用実態を踏まえたものとなるよう見直し。

◆ 食事提供体制加算の適用期限の延長等

平成２７年３月３１日までとなっている時限措置について平成３０年３月３１日まで延長するとともに、費用の実態を

踏まえ、加算単位の見直し。

◆ 補足給付の見直し

食費・光熱水費の実態を踏まえ、基準費用額を見直し。

３３３３ サービスの適正な実施等サービスの適正な実施等サービスの適正な実施等サービスの適正な実施等

＜主な＜主な＜主な＜主な改定改定改定改定項目＞項目＞項目＞項目＞
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【参考】

平成27年度障害福祉サービス等料金（障害福祉サービス等報酬）の改定率は±０％とすること。

サービス毎の障害福祉サービス等料金（障害福祉サービス等報酬）の設定においては、月額＋1.2万円相当

の福祉・介護職員処遇改善加算の拡充（＋1.78％）を行うとともに、各サービスの収支状況や事業所の規模等

に応じ、メリハリをつけて対応する。また、福祉・介護職員処遇改善加算の拡充が確実に職員の処遇改善につ

ながるよう、処遇改善加算の執行の厳格化を行う。

なお、次回の障害福祉サービス等料金改定（障害福祉サービス等報酬改定）に向けては、「障害福祉サービ

ス等経営実態調査」の客体数を十分に確保するとともに、サービス毎の収支差その他経営実態について、より

客観性・透明性の高い手法により、地域・規模別の状況も含め網羅的に把握できるよう速やかに所要の改善措

置を講じ、平成29年度に実施する「障害福祉サービス等経営実態調査」において確実に反映させる。また、地

方自治体の協力を得ること等を通じ、より具体的な現場の経営実態を把握する。その上で、次回の改定におい

ては、これらにより把握された経営実態等を踏まえ、きめ細かい改定を適切に行う。

大臣折衝大臣折衝大臣折衝大臣折衝事項（平成事項（平成事項（平成事項（平成27272727年年年年1111月月月月11111111日）日）日）日）【【【【抄抄抄抄】】】】

ＨＨＨＨ24年度年度年度年度 ＨＨＨＨ25年度年度年度年度 ＨＨＨＨ26年度年度年度年度（（（（4月～月～月～月～10月の平均）月の平均）月の平均）月の平均） 累積累積累積累積

賃金 ▲0.3% ▲0.2% 0.4% ▲0.1%

物価 ▲0.3% 0.9% 3.4%* 4.0%

【【【【障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス等の収支差率等の収支差率等の収支差率等の収支差率】】】】 【【【【賃金・物価賃金・物価賃金・物価賃金・物価のののの動向動向動向動向】】】】

ＨＨＨＨ26年度年度年度年度 ＨＨＨＨ23年度年度年度年度

全体 9.6% 9.7%

障害者サービス 9.7%
新体系 12.2％旧体系 7.6%

障害児サービス 9.1% 5.0%
＊消費税率引上げ（5%→8%）に伴う影響分については、Ｈ26年4月の報酬改定で

反映済み（改定率0.69%相当）
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参考９ 平成２８年度

障害保健福祉関係概算要求の概要
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■ 自立支援給付（福祉サービス）

９,９５３億円（＋６２３億円）

■ 障害児施設措置費・給付費（福祉分）

１,２４８億円（＋１９３億円）

■ 自立支援医療（公費負担医療）

２,３４１億円（ ＋１０６億円）

■ 特別児童扶養手当等

１,６１５億円（ ＋ ５７億円）

■ 医療観察法実施費（医療費）

１７８億円（ ＋ １億円）

■ 地域生活支援事業（一部推進枠新規） ４７０億円(＋６億円)■農福連携による障害者の就農促進（推進枠新規） １．１億円■ かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業（推進枠新規）０．８億円■「地域自殺対策推進センター運営事業費（仮称） 」（一部推進枠）４．６億円(＋ ４億円)■精神科救急医療体制整備事業費（一部推進枠新規）１５億円(＋ ２億円)

■ 社会福祉施設等施設整備費（一部推進枠拡充）９３億円（＋６７億円)■ 医療観察法指定入院医療機関施設整備費負担金４.５億円(▲ １.２億円)■ 国立更生援護機関施設整備費４.１億円(＋０.２億円)■ 社会福祉施設等災害復旧費補助金【復興特会】２５億円(＋１８億円)

＋９６８億円（＋９６８億円（＋９６８億円（＋９６８億円（ ＋＋＋＋ ６６６６.６６６６％）％）％）％）うち医療以外：うち医療以外：うち医療以外：うち医療以外： ＋８７７億円（＋８７７億円（＋８７７億円（＋８７７億円（ ＋７＋７＋７＋７.３％）３％）３％）３％）うち医療うち医療うち医療うち医療 ：：：： ＋＋＋＋ ９１億円（９１億円（９１億円（９１億円（ ＋３＋３＋３＋３.４％）４％）４％）４％） 【【【【一般会計一般会計一般会計一般会計】】】】 ＋＋＋＋ １８１８１８１８億円（億円（億円（億円（ ＋＋＋＋ ３３３３.００００％）％）％）％）【【【【復興特会復興特会復興特会復興特会】】】】 ００００億円（億円（億円（億円（ ０％）０％）０％）０％）
1111兆４兆４兆４兆４,７３１７３１７３１７３１億円億円億円億円 → → → → 1111兆５兆５兆５兆５,６９８６９８６９８６９８億円億円億円億円

６２０億円６２０億円６２０億円６２０億円 → → → → ６３８億円６３８億円６３８億円６３８億円 ４２億円４２億円４２億円４２億円 → → → → １２６億円１２６億円１２６億円１２６億円

【【【【一般会計一般会計一般会計一般会計】】】】＋＋＋＋ ６６６６６６６６億億億億円円円円（（（（＋＋＋＋２２２２８８８８６６６６％％％％））））【【【【復興特会復興特会復興特会復興特会】】】】＋１８億円（＋１８億円（＋１８億円（＋１８億円（ ＋＋＋＋２２２２９９９９２２２２％％％％））））＋＋＋＋００００.８８８８億円（億円（億円（億円（ ＋０＋０＋０＋０.７％７％７％７％））））

■ 国立更生援護機関６８億円 (±０億円)■ 医療観察法指定入院医療機関運営費負担金５.５億円 (±０億円)■ 医療観察法指定入院医療機関設備整備費負担金０.３億円 (±０億円)■ 身体障害者保護費負担金１６.２億円 (＋０.８億円)

１０２億円１０２億円１０２億円１０２億円 →→→→１０３億円１０３億円１０３億円１０３億円 【【【【一般会計一般会計一般会計一般会計】】】】 ６００６００６００６００億円億円億円億円 →  →  →  →  ６１８億円６１８億円６１８億円６１８億円（うち推進枠（うち推進枠（うち推進枠（うち推進枠 ９９億円）９９億円）９９億円）９９億円）【【【【復興特会復興特会復興特会復興特会】】】】 ２０億円２０億円２０億円２０億円 →    →    →    →    ２０億円２０億円２０億円２０億円医療以外：１兆２医療以外：１兆２医療以外：１兆２医療以外：１兆２,,,,０８８億円０８８億円０８８億円０８８億円 → → → → １兆２１兆２１兆２１兆２,,,,９６５億円９６５億円９６５億円９６５億円

医療医療医療医療 ：：：： ２２２２,,,,６４３６４３６４３６４３億円億円億円億円 →      →      →      →      ２２２２,,,,７３４億円７３４億円７３４億円７３４億円

【【【【一般会計一般会計一般会計一般会計】】】】３６億円３６億円３６億円３６億円→→→→ １１１１００００２２２２億億億億円円円円（うち推進枠（うち推進枠（うち推進枠（うち推進枠 ６６６６７７７７億億億億円円円円））））【【【【復興特会復興特会復興特会復興特会】】】】 ６６６６億円億円億円億円 →   →   →   →   ２５億円２５億円２５億円２５億円

平成平成平成平成２２２２8888年度障害保健福祉関係概算要求の概要年度障害保健福祉関係概算要求の概要年度障害保健福祉関係概算要求の概要年度障害保健福祉関係概算要求の概要（復興特会含む）（復興特会含む）（復興特会含む）（復興特会含む）

義務的経費（年金・医療等）義務的経費（年金・医療等）義務的経費（年金・医療等）義務的経費（年金・医療等） 義務的経費義務的経費義務的経費義務的経費（年金・医療等以外）（年金・医療等以外）（年金・医療等以外）（年金・医療等以外） 裁量的経費裁量的経費裁量的経費裁量的経費 公共事業関係公共事業関係公共事業関係公共事業関係

（対前年度（対前年度（対前年度（対前年度 ＋１，０７１億円、＋１，０７１億円、＋１，０７１億円、＋１，０７１億円、 ＋６．９＋６．９＋６．９＋６．９％）％）％）％）

【【【【一般会計一般会計一般会計一般会計】】】】 １兆６１兆６１兆６１兆６,５２１５２１５２１５２１億円億円億円億円【【【【復興特会復興特会復興特会復興特会】】】】 ４５４５４５４５億円億円億円億円【【【【一般会計一般会計一般会計一般会計】】】】 １兆５１兆５１兆５１兆５,４６９４６９４６９４６９億円億円億円億円【【【【復興特会復興特会復興特会復興特会】】】】 ２６２６２６２６億円億円億円億円（２７年度予算額）（２７年度予算額）（２７年度予算額）（２７年度予算額）

１兆５１兆５１兆５１兆５,,,,４９５億円４９５億円４９５億円４９５億円

（２８年度要求額）（２８年度要求額）（２８年度要求額）（２８年度要求額）

１兆６１兆６１兆６１兆６,,,,５６６億円５６６億円５６６億円５６６億円経費種別
対前年度
主な内容
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度概算要求

障害児措置費・給付費自立支援給付地域生活支援事業 7,346億円（+9.4%）
9,314億円（+10.8%）8,406億円（+14.4%）6,716億円（+12.1%）5,989億円（+2.5%）5,840億円（+8.6%）5,380億円

4,473億円 4,945億円 5,071億円 5,719億円 6,341億円 7,434億円 8,229億円507億円

400億円 400億円 440億円 440億円 445億円 450億円 460億円

495億円 478億円 557億円 560億円 522億円 625億円

470億円

9,953億円

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービス等予算サービス等予算サービス等予算サービス等予算の推移の推移の推移の推移

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービス関係予算額は義務的経費化によりサービス関係予算額は義務的経費化によりサービス関係予算額は義務的経費化によりサービス関係予算額は義務的経費化により10101010年間で２倍以上に増加している。年間で２倍以上に増加している。年間で２倍以上に増加している。年間で２倍以上に増加している。

（注１）平成18年度については、自立支援法施行前の支援費、自立支援法施行後の自立支援給付、地域生活支援事業等を積み上げた

予算額である。（自立支援法は平成18年4月一部施行、同年10月完全施行）

（注２）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。

（注３）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。

（億円） 10,373億円（+11.4%） 1,055億円
9,330億円

462億円

9,071億円

464億円

840億円 10,849億円（+4.6%） 11,672億円（+7.6%）1,248億円
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参考９ 障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要
障害者基本法
第４条
基本原則
差別の禁止

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
⾏為の禁⽌

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防⽌

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する⾏為をしてはならない。

社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 国は、第⼀項の規定に違反する⾏為の防⽌に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該⾏為の防⽌を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を⾏うものとする。

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化
ⅠⅠⅠⅠ．．．．差別を解消するための措置差別を解消するための措置差別を解消するための措置差別を解消するための措置

ⅡⅡⅡⅡ．．．．差別を解消差別を解消差別を解消差別を解消するするするするための支援措置ための支援措置ための支援措置ための支援措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁⽌
国・地方公共団体等
⺠間事業者 ⺠間事業者

国・地方公共団体等法的義務
努⼒義務
法的義務

政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定 ※● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針（ガイドライン）を策定具体的な対応

● 主務⼤⾂による⺠間事業者に対する報告徴収、助⾔・指導、勧告実効性の確保

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活⽤・充実紛争解決・相談
● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携
● 普及・啓発活動の実施啓発活動

※ 地⽅の策定は努⼒義務

168



１ 法の対象範囲
●障害者 心身の機能に障害があり、 障害及び社会的

障壁により継続的に日常・社会生活に相当
な制限を受ける状態にある者

●事業者 商業その他の事業を⾏う者全般
●対象分野 障害者の日常・社会生活全般が対象※
※雇用分野は障害者雇用促進法の定めるところによる
２ 不当な差別的取扱い
障害者に対して、正当な理由※なく、障害を理由とし
て、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、場
所・時間帯などを制限するなどによる、障害者の権利
利益の侵害を禁止
※客観的に⾒て正当な目的の下に⾏われ、目的に照ら
してやむを得ないといえる場合

３ 合理的配慮
⾏政機関等や事業者が事務・事業を⾏うに際し、個々
の場面で障害者から社会的障壁の除去を必要としてい
る旨の意思の表明があった時に⾏われる必要かつ合理
的な取組であり、実施に伴う負担が過重でないもの
（例）段差に携帯スロープを渡す ／ 筆談、読み上げ、手話な

どの意思疎通 ／ 休憩時間の調整などの配慮

１ 環境の整備 合理的配慮に向けたバリアフリー化等
２ 相談等の体制整備 既存の組織・機関等の活用・充実
３ 啓発活動 ⾏政機関等／事業者における研修、地域住

⺠等に対する啓発活動
４ 地域協議会 差別解消の取組を推進するため、地域の

様々な関係機関をネットワーク化
５ 施策推進 国内外の情報の収集・整理、必要に応じ

て基本方針・対応要領・対応指針の⾒直し

第２ 差別解消措置に関する共通的な事項

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要

１ 基本的な考え方
●不当な差別的取扱いの禁止 ⇒ ⼀律に法的義務
●合理的配慮の提供 ⇒ ⾏政機関等は法的義務

⇒ 事業者は努⼒義務
２ 対応要領／対応指針
位置付け、作成手続き、記載事項
３ 地方公共団体等に関する事項【※対応要領のみ】
対応要領の作成は努⼒義務（国は技術的助言などの支援）
３´ 主務⼤⾂による⾏政措置【※対応指針のみ】
照会・相談への対応、報告徴収、助言・指導、勧告
第５ その他重要事項

第３, ４ 差別解消措置に関する基本的な事項
第１ 差別解消推進に関する施策の基本的な方向 法制定の背景 ／ 基本的な考え方（法の考え方など）
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参考10 障害者総合支援法施行後

３年を目途とした見直し事項
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障害者総合支援法附則第３条においては、施行後３年（平成28年４月）を目途とした見直しとして、以下の事項を

見直すこととしている。

障害者総合支援法施行後３年を目途とした見直し事項

常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害

福祉サービスの在り方

障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在

り方

手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ること

に支障がある障害者等に対する支援の在り方

精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずることとされている。

■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）附 則 （平成二四年六月二七日法律第五一号） 抄（検討）第三条 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。２ 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 171



論点の整理（案）

ⅠⅠⅠⅠ 常時介護を要する障害者等に対する支援について常時介護を要する障害者等に対する支援について常時介護を要する障害者等に対する支援について常時介護を要する障害者等に対する支援について

○ どのような人が「常時介護を要する障害者」であると考えられるか。

○ 「常時介護を要する障害者」のニーズのうち、現行のサービスでは何が不足しており、どのように対応すべきか。

○ 同じ事業の利用者であっても、障害の状態等により支援内容に違いがあることについてどう考えるか。

○ 支援する人材の確保や資質向上の方策・評価についてどう考えるか。

○ パーソナルアシスタンスについて、どう考えるか。

○ パーソナルアシスタンスと重度訪問介護との関係についてどう考えるか。

ⅡⅡⅡⅡ 障害者等の移動の支援について障害者等の移動の支援について障害者等の移動の支援について障害者等の移動の支援について

○ 個別給付に係る移動支援と地域生活支援事業に係る移動支援の役割分担についてどう考えるか。

○ 個別給付に係る移動支援について、通勤・通学等や入所中・入院中の取扱いをどう考えるか。

ⅢⅢⅢⅢ 障害者の就労支援について障害者の就労支援について障害者の就労支援について障害者の就労支援について

○ 障害者の就労に関する制度的枠組についてどう考えるか。

○ 就労継続支援（A型及びB型）、就労移行支援の機能やそこでの支援のあり方についてどう考えるか。

○ 就労定着に向けた支援体制についてどう考えるか。

○ 労働施策等の福祉施策以外との連携についてどう考えるか。

ⅣⅣⅣⅣ 障害支援区分の認定を含めた支給決定障害支援区分の認定を含めた支給決定障害支援区分の認定を含めた支給決定障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方についての在り方についての在り方についての在り方について

○ 支給決定プロセスの在り方をどう考えるか。

○ 障害支援区分の意義・必要性・役割についてどう考えるか。

○ 障害支援区分の認定における障害特性の更なる反映についてどう考えるか。

○ 障害者が地域で必要な介護が受けられるような国庫負担基準の在り方についてどう考えるか。

平成27年4月15日障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ資料
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ⅤⅤⅤⅤ 障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について

○ 障害者に対する意思決定支援についてどう考えるか。

○ 成年後見制度の利用支援についてどう考えるか。

ⅥⅥⅥⅥ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通

を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方についてを図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方についてを図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方についてを図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方について

○ 意思疎通支援事業の内容・運営についてどう考えるか。

○ 意思疎通支援事業についての財政的措置のあり方についてどう考えるか。

○ 意思疎通支援関係の人材養成についてどう考えるか。

○ 意思疎通支援に係る支援機器の活用、開発普及等についてどう考えるか。

○ 意思疎通支援に関する他施策との連携をどう考えるか。

ⅦⅦⅦⅦ 精神障害者に対する支援の在り方について精神障害者に対する支援の在り方について精神障害者に対する支援の在り方について精神障害者に対する支援の在り方について

○ 病院から地域に移行するために必要なサービスをどう考えるか。

○ 精神障害者の特徴に応じた地域生活支援の在り方についてどう考えるか。

○ 総合支援法における意思決定支援と、精神保健福祉法附則第８条に規定する「精神科病院に係る入院中の処

遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方」との関係性についてどう整理する

か。

論点の整理（案）
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論点の整理（案）

ⅧⅧⅧⅧ 高齢の障害者に対する支援の在り方について高齢の障害者に対する支援の在り方について高齢の障害者に対する支援の在り方について高齢の障害者に対する支援の在り方について

○ 障害福祉サービスの利用者が介護保険サービスへ移行する際の利用者負担について、どう考えるか。

○ 介護保険給付対象者の国庫負担基準額について、どう考えるか。

○ 介護保険サービス事業所において、65歳以降の障害者が円滑に適切な支援が受けられるようにするため、どの

ような対応が考えられるか。

○ 65歳前までに自立支援給付を受けてこなかった者が65歳以降に自立支援給付を受けることについてどう考える

か。

○ 障害者総合支援法第７条における介護保険優先原則について、どう考えるか。

○ 心身機能が低下した高齢障害者について、障害福祉サービス事業所で十分なケアが行えなくなっていることに

ついて、どのような対応が考えられるか。

○ いわゆる「親亡き後」と言われるような、支援者の高齢化や死亡などの支援機能の喪失後もできるだけ地域において安心

して日常生活を送るために、どのような対応が考えられるか。

ⅨⅨⅨⅨ 障害児支援について障害児支援について障害児支援について障害児支援について

○ 家族支援や医療的なケアが必要な障害児への支援も含め、障害児支援の在り方についてどう考えるか。

○ 医療的ケアが必要な障害児や重症心身障害児をはじめ、障害児支援の質の向上をどのように図っていくか。

ⅩⅩⅩⅩ その他の障害福祉サービスの在り方等についてその他の障害福祉サービスの在り方等についてその他の障害福祉サービスの在り方等についてその他の障害福祉サービスの在り方等について

○ 障害者総合支援法の障害者の範囲についてどう考えるか。

○ 既存の障害福祉サービス等について、制度・運用面の見直しが必要な事項をどう考えるか。

○ 障害福祉サービス等の財源の確保を含めた制度の持続可能性についてどう考えるか。

○ 障害福祉サービス等の利用者負担の在り方についてどう考えるか。

○ 都道府県及び市町村が作成する障害福祉計画をより実効性の高いものとするため、どのような方策が有効か。
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